
青森県下北半島における広域連携（青森県むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村）

○ 下北半島全域の５市町村が一丸となったニホンザル被害防止対策活動

○ 鳥獣被害対策実施隊を中心に、市町村職員、ＮＰＯ法人が地域住民へ生息調査等の対策の普及啓発を行い、地域ぐ
るみの対策を実施

○ 柵の維持管理組織結成後、捕獲頭数は約３倍に増加し、農作物被害額は約８割減少

取組内容

○ 「下北鳥獣被害対策市町村等連絡会議」を組
織し、ＮＰＯ法人ニホンザル・フィールドステー
ション及び各地区のサル調査会が市町村界
を越えた生息調査を実施

○ 生息調査に基づいた群れの追い上げ・追い払い活動を住民も参加し
た地域ぐるみで実施

テレメトリーやＧＰＳ等の活用による群れの生息調査 モンキードッグ 接近警報システム

○ 電気柵の維持管理のため、地域住民、農業
者等による維持管理組織の設置を促進

侵入防止柵の整備・維持

成果

○ 地域ぐるみの取組により、下北地域全体
の鳥獣被害防止対策への意識が向上

○ 市町村をまたいだ捕獲体制の構築によ
り、平成19年度と比較して令和２年度の
捕獲頭数は約３倍に増加し、農作物被
害額は約８割減少
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実施隊

ＮＰＯ法人及び
サル調査会

市町村



青森県下北半島における広域連携（青森県むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村）

○ 下北半島のニホンザルは
北限のサルとして1970年
に国の天然記念物として
指定・保護

○ 一方で生息域に隣接する
農地では被害が発生

○ 地域住民と北限のサル
の共存に向けた対策が
必要

きっかけ・背景
○ 天然記念物指定当時か

ら群・個体数が増加し、
行動域及び農作物被害
が拡大

○ 追い上げ・追い払い等に
よる被害防止対策を実施
するためには、効果的・
効率的な手法が必要

課題 Step１ 広域連携

○ 効率的・効果的な捕獲などの
被害防止対策を実施するた
め、下北半島の５市町村で生
息調査を実施

○ 平成20年当時、農作物被害
がなかった東通村を除く４市
町村による広域連携を開始

Step２ 連携による取組

○ ニホンザル保護管理専門員４名、モ
ンキードック５頭の配置

○ テレメトリ-による群れ調査、接近警
報システム、電気柵の設置・管理を
実施

Step３ さらなる広域連携

○ 東通村の目撃数の増加に伴い、平
成29年度に本連携に参画し、下北
半島全域の５市町村が連携して鳥
獣被害対策を実施

○ ニホンザル対策で連携して実施して
きた被害防止対策を他の獣種にも
活用

取組による成果・効果

○ 広域連携を活かした群れの生息域管理、地域ぐるみの鳥獣被害防止
対策の実施により、捕獲頭数が増加し、農作物被害も減少

○ ニホンザル以外の鳥獣による農作物被害も減少

取組の特色

○ 自治体のほか、サルの生態・行動等に詳しい専門家や地元リーダー
を加えて、広域連携体制を構築

○ 地域住民の合意・協力のもと、ニホンザルの群れを分裂させないた
め、計画的な捕獲・追い上げ・追い払い活動を実施
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下北半島のサルの捕獲頭数・被害金額の推移
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